
日向市小規模工事等契約希望者登録について
●目的
市内事業者の受注機会の拡大を図るため、市が発注する小規模な工事及び修繕等の工事について、契約希望者を登録するものです。
●対象となる工事・修繕等の範囲
1件の金額が50万円未満の、内容が軽易な工事・修繕を対象とします。
●登録の資格
登録できる契約希望者は、市内に住所または主たる事業所(本店)を有し、次のすべてに該当がない個人・法人です。
（1） 市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(昭和57年日向市告示第34号)第５条に規定する建設業者等有資格業者名簿（建設工事）に登載されている者
（2） 小規模工事等の契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者
（3） 希望する小規模工事等の契約を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
（4） 市税を滞納している者
（5） 日向市暴力団排除条例（平成23年日向市条例第23号）第２条第３号に規定する暴力団関係者
（6） （1）から（5）に掲げる者のほか、市長が契約の相手方として不適当と認める者

●登録の方法
令和８年度分の登録(有効期間は令和10年３月31日まで)は、令和８年４月１日から随時、受付します。登録申請書に必要書類を添付し、総務課契約係まで提出してください。
●提出書類
（1） 小規模工事等契約希望者登録申請書（様式第1号）
（2） 法人の場合は登記事項証明書の写し（※発行日は提出日の直近３か月以内のもの）
（3） 希望業種の履行に必要な資格・免許などの証明書の写し　（該当がある場合のみ）
（4） 市税の完納証明書（法人の場合は法人と代表者個人の両方）
（※発行日は申請年度の４月１日以降のもの）
（5） 工事等経歴書（様式第2号）
（6） 暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書（様式第3号）
（7） （1）から（6）に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
※（1）と（5）と（6）は、市ホームページからダウンロードできます。



（希望業種の例）
	希望業種
	具体的な工事及び修繕等の内容

	大工
	大工工事

	左官
	左官工事、モルタル工事

	建具
	建具、サッシ、シャッター、ふすま

	電気
	引込線、屋内配線、照明設備

	板金
	板金加工、建築板金

	塗装
	塗装工事

	内装仕上
	インテリア、天井、壁張り替え、家具

	ガラス
	ガラス加工

	石積等
	石積工事、コンクリートブロック積工事

	管工事
	給排水設備、空調設備、衛生設備

	外柵
	フェンス・ネット、門扉

	屋根
	屋根工事

	その他
	上記に掲げる業種以外のもの



※最新の小規模工事等契約希望者登録名簿は、市のホームページから閲覧できます。



お問合せ先
日向市財政課契約係
TEL 0982-54-5761(直通)


